
 
令和５年１１月１７日 

 

神埼市建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います 

 
「神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領」（以下、「要領」という。）に

より、神埼市指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止を行います。 

 

記 

 
［松尾建設株式会社佐賀支店］ 
１ 指名停止対象事業者、登録業種及び指名停止期間 

対象業者：松尾建設株式会社 佐賀支店 

常務執行役員支店長 山﨑 茂広 

（佐賀県佐賀市多布施 1 丁目 4 番 27 号） 

登録業種：建設工事 

  期  間：令和５年１１月１７日～令和５年１２月１６日（１ヶ月） 

２ 指名停止の理由 

令和５年１１月９日（木）に実施した「Ｒ５教委総工第１１号仁比山小学

校プールサイド改修工事」入札会において、入札参加者である松尾建設株式

会社佐賀支店の社員より委任状の提出がなされた。代理人の確認のため、委

任状に記載された代理人の名前（苗字のみ）を呼び上げたところ返答があっ

たため、会を進行し入札書が提出された。入札会終了後、参加した松尾建設

株式会社佐賀支店の社員より、委任状に記載された代理人ではなかった旨の

電話連絡があり、別人であったことが判明したため、松尾建設株式会社佐賀

支店を当該入札会において失格とした。 

３ 指名停止期間の根拠 

要領別表第２第１３号（不正又は不誠実な行為）に該当する。 

  指名停止期間については１ヶ月とする。 

４ 令和３年・４年・５年度実績 

  令和３年度 １件 

  令和４年度 １件 

  令和５年度 ０件 
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